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社会福祉法人　伊賀市社会福祉協議会
  我が国は未曾有の大災害に直面した。低迷する日本経済の影響で税収は悪化の一途をたどり、少子化高齢化へ対応する社会福祉を取り巻く財政状況は一層厳しい状況にある。また、無縁社会という言葉に象徴される人間関係の疎遠化は当市においても進行しつつある。伊賀市と協働で策定した第2次地域福祉計画に基づき生活課題を持つ人の早期発見と、地域を基盤にした支えあいのしくみ作りを一層強化しなければならない。
　また、生活のしづらさを持つ人たちが地域で何らかの役割を発揮しつつ、地域で普通に暮らせる地域土壌の醸成は従前にもまして強化が必要である。被災地域への支援はもとより、介護予防拠点の整備や地域住民の高参加による高福祉をめざす地域福祉を実現すべく、住民自治協議会等の支援機能の強化に努める。一方、重度の生活上の支障を持つ人が地域で安心して暮らすことができるよう、サービス提供時間帯の拡充と品質向上や拠点整備も含め介護機能の強化を図る。
　運営体制においては職員一人ひとりの能力が発揮向上できるよう、目標管理手法を活用した組織強化とコストダウンに努め、当面する地域福祉課題解決に邁進する。
重点目標
	１．安心して生活するための地域生活支援体制の確立
２．地域福祉の視点に立った介護サービスの充実
３．総合力強化のための組織経営


１．安心して生活するための地域生活支援体制の確立　（地域福祉部門）

＜事業概要＞

１００歳以上高齢者の所在不明問題が表面化し、「無縁社会」という言葉が流行語になるほど、社会的排除や格差により、「孤立化」という新しい社会的リスクが顕著になっています。その要因は、地域住民による「支え合い」「見守り」といった、これまでの日本が大切にしてきた「互助」「共助」の精神の希薄化にほかなりません。この問題は大都会だけが抱える問題ではなく、伊賀市においても、単身高齢者の「孤立死」や「自殺」は増加の一途をたどり、様々な要因による生活困難者が急増しています。
こうした状況の下、生活のしづらさを抱えても、自らが望む場で必要な支援を得ながら安心して生活していくためには、公的なサービスの充実・強化とともに、住民同士でお互いの困り事に気づき、公的サービスを活用しながらともに助け合える地域社会の実現が求められています。一方、住民が主体的に、あるいは福祉専門職とともに個別支援に取り組む場合、住民とともにニーズの発見や共有、解決のための諸活動および地域課題化や支援のしくみづくりに取り組む専門職の存在が不可欠となっています。

そこで、昨年度から地域福祉部門と相談支援・権利擁護部門を「地域福祉部」として統合し、地域支援(コミュニティーワーク)と個別支援(ソーシャルワーク)とを一体的に取り組めるようにするとともに、厚生労働省モデル事業である「安心生活創造事業」に取り組むため安心生活創造課を設置し、上野西部地区と矢持地区をモデル地区に選定し、地域における見守り支援体制の構築に努めてきました。
これを受けて、地域福祉部では、「安心して生活するための地域生活支援体制の確立」を重点目標に掲げ、社会的排除による孤立化を解消し、社会的包摂による共生社会の実現に向けて取り組んでいきます。
安心生活創造課では、指定期間の最終年となることから、モデル地区で取り組んできた見守り支援体制を他地区にも応用可能な報告書としてまとめるとともに、「孤立死予防・発見・対応マニュアル(仮称)」の作成や、権利擁護を包括した生活支援システムの構築に取り組みます。

権利擁護課では、利用者ニーズの増加に伴い、支援専門員を３名に増員し、地域福祉権利擁護事業の体制を強化します。併せて福祉後見サポートセンター事業や地域福祉あんしん保証事業を継続して取り組みます。また、各種就労支援施策の連携により、若者サポートステーション事業、障がい者就業・生活支援事業、精神障がい者地域移行支援事業等を包括的に推進していきます。
相談支援課では、ふくし相談支援センター事業の相談機能を強化するとともに、上野地域の相談件数の増加に応じて、対応能力の増強を図ります。また、市民の参加を得て認知症者等を早期に発見して必要な支援につなぐ高齢者あんしん見守りネットワーク事業、低所得世帯等への資金貸付を行う生活福祉資金貸付事業、住宅手当給付相談事業、転倒予防・介護予防教室事業を実施します。また地域福祉計画に沿って、個別の支援から地域で解決できるしくみを目指し、「地域ケアネットワーク会議」の組織化・運営を支援します。
地域福祉課では、完成した第二次地域福祉計画に基づき、新しい地域福祉課題の解決のためのしくみを作っていきます。また、自治組織のあり方の見直しにより、住民自治協議会に行政窓口が一本化されることを受け、社協会費や共同募金運動に関し、地域住民への周知と理解を徹底していきます。また、市からの各種福祉サービスの委託事業に関しては、福祉への多様な市民の参加の観点から当会として実施すべきかどうかを慎重に判断していきます。移送サービスは委託事業から補助事業へと変更されることに伴って、受け皿となるNPOへの積極的支援により安定的終息をめざします。さらには、放課後児童クラブ等の指定管理についてもＮＰＯ法人化を積極的に支援していきます。伊賀市ボランティア・市民活動センター事業においては、市民活動情報紙「伊賀び～と」を責任発行し、アトラクションボランティアのデータベース化をはかります。また、東北関東大震災における災害ボランティア支援を、三重県社協やみえ災害ボランティア支援センター等と連携して展開します。
　

　＜２３年度の主な取り組み＞

（１）安心生活創造部門（安心生活創造課）

　　　①安心生活創造事業（委託事業）

　　　　　厚生労働省モデル事業である安心生活創造事業も３年目、最終年を

迎えるため、モデル地区である、上野西部地区及び青山矢持地区においては、地域の生活課題を地域で解決できるよう、「地域ケアネットワーク会議」を設置し、市・住民自治協議会・民生委員児童委員・福祉協力員等との協働によるコミュニティーソーシャルワークを実践し、個別援助と地域支援を一体的に行えるようソーシャルサポートネットワークづくりを行います。

見守り支援体制については、「ご近所見守り隊」を養成し、ご近所におけるさりげない見守りやちょっとした手助けを行うと共に、市民ふくし大学で養成した「いが見守り支援員」と民生委員児童委員のマッチングを行い、きめ細かい見守りを実施します。

また、「伊賀市高齢者あんしん見守りネットワーク事業所」との連携を図り、早期に異常を発見できる体制づくりに取り組みます。

買い物支援については、地域に応じた支援を行えるよう、課題分析とニーズ調査に努めます。

第４のポケットについては、地元住民自治協議会と相談しながら、自主財源を探ると共に、共同募金の活用や新たなる地域応援募金等の創設に向けての検討を行います。

　　　　モデル事業最終年を迎えるにあたり、モデル地区で取り組んできた見守り支援体制を他地区にも応用可能な報告書としてまとめるとともに、「孤立死予防・発見・対応マニュアル(仮称)」の作成や、権利擁護を包括した生活支援システムの構築に取り組む共に、伊賀市地域福祉計画に基づいた取り組みを推進します。

（２）権利擁護部門（権利擁護課）

（権利擁護係）

　　　①地域福祉権利擁護事業（委託事業）

　　　　　認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が十分で

はない人へ福祉サービスの利用手続援助や日常的な金銭管理等を支援

する地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）については、「伊賀地域権利擁護センター」として県下でも最大規模となる利用者を支援しています。今後とも専門員を中心に、各支所の推進員と連携を密にし、生活支援員の養成・支援を行うなど、体制の充実を図ります。

②福祉後見サポートセンター事業（委託事業）

高齢者や障がい者の成年後見制度等の権利擁護に関するニーズは日増しに高まっています。一方、成年後見制度の手続きに支援を必要としたり、後見を担う人材が少数であるなどの課題を抱えたりしています。これに対応すべく、伊賀市・名張市より受託している「伊賀地域福祉後見サポートセンター」については、福祉後見人の養成・支援と併せ、後見人相互の交流や第三者による後見が機能するしくみづくり、親族後見人を支援する取り組みなど充実した運営に取り組みます。　　　

　　　③地域福祉あんしん保証推進プロジェクト・地域福祉あんしん保証事業
入居、入所、入院、就労などの際に「保証人がいない」という問題は、多くの市民に発生する可能性があり、だれもが地域で安心して心豊かに暮らし続けることを支援する地域福祉の推進する上で、幅広い視点に立った取り組みをすすめていく必要があります。そこで、暮らしに関する「保証機能」についてみんなで考える「地域福祉あんしん保証推進プロジェクト」に取り組みます。
さらに中核的な取り組みとして、日常生活上で福祉的な支援が必要な方の地域生活支援における保証の「壁」を取り除くための個別支援、また予測される「壁」のために、より自分らしい生活をあきらめている人への支援として、「地域福祉あんしん保証事業」に取り組みます。

　　　④住宅リフォーム事業（委託事業）

　　　　　住宅改修指導事業のあり方を見直し、介護保険事業として適切な事業推進を図っていきます。
（就労支援係）

①精神障がい者地域移行支援事業（委託事業）

　　　　　精神障がいについては根深い偏見や誤解があります。精神障がい者社会参加の促進のため、地域住民を巻き込んだ草の根的な啓発活動を行い、長期入院患者が安心して退院し、地域で安定した生活を送れるよう支援します。また、県下の精神科病院との連携、事業のＰＲ活動を積極的に実施し、伊賀市の社会資源開拓のため、市民や関係機関などと連携し、一人でも多くの入院患者が地域生活を目指せるように取り組みます。
②障がい者就業・生活支援事業（委託事業）

　　　　　障がい者が希望する仕事に就労できるよう、企業、商店、個人事業主など多様な方々と施設や学校などを結び、情報の共有と支援の方法を伝えることによる就労の拡大を図る取り組みを実施します。また、社会適応訓練事業や職親制度などの訓練事業を活用し、体験→訓練→一般就労という流れをより幅広い分野において構築することを目指し、市民参加（ジョブサポーター）の充実も図ります。
　　　③いが若者サポートステーション事業（委託事業）

　　　　　就職活動基礎講座やマナー講座の名張市での開催を検討している他、マイクロソフト株式会社と協働で、NPO法人「育て上げ」ネットが運営する若者ＵＰプロジェクトへの参画が決定しており、マイクロソフト認定トレーナー（ＭＣＴ）を取得し、パソコン講座を開催。更なる基礎的スキルの向上を利用者に提供していく予定です。
　また、不登校・ひきこもりへの対策強化のため、現在の保護者のつどいの組織化を図り、家族会の立ち上げを目指します。
　問題が大きくなってからサポステで対応するという対処療法ではなく、予防の意味でも活動していく必要があり、教育機関はもとより様々な関係機関との更なるネットワーク構築を図ります。

（３）相談支援部門事業（相談支援課）
（相談支援係）

　　　①総合相談支援事業

ふくし相談支援センター（委託事業）の相談内容は、経済的問題に起因する生活支援に関する相談が多く寄せられることが予想されるため、本年度も各種相談機関と連携し解決に結びつけます。

また、地域福祉計画に沿って、個別の支援から地域で解決できるしくみを目指し、「地域ケアネットワーク会議」の組織化・運営を支援します。

「相談ネットワーク」の再構築・充実として、法律や医療、教育、福祉、労働など各種の相談担当者レベルのネットワークを強化し、多様な相談をワンストップで行えるようにする機能を一層強化します。

また、地域の支援が必要な人を把握して必要な解決窓口につなぐ民生委員児童委員の取り組みは、相談支援の充実と相まって以前にも増して、重要性が高まっています。民生委員児童委員との連携を一層強化し、共に解決をめざす取り組みを充実します。

　　　②消費者トラブル対策事業

　　　　　高齢者や障がい者を狙った悪質な消費者トラブルが後を絶ちません。

　　　　とりわけ、昨今は投資に関する詐欺被害が増大しています。このような被害の未然防止・拡大防止を目指し、今年度は、投資詐欺に関する啓発活動を強化していきたいと考えます。

自治会や民生委員児童委員連合会、老人クラブ連合会、障害者福祉

連盟、弁護士、消費生活センター、市、警察などで構成された消費者

トラブル検討委員会と連携しつつ、情報の共有と周知、対策を実施し

ます。

市民参加の｢劇団いが悪徳バスターズ｣と協力し、市民が被害にあわ

ないように啓発し努める。また、市内の専門家の参加による「伊賀な

んでも鑑定団」を広く活用し、地域ぐるみで悪徳商法を撃退します。

　　　③当事者交流事業

　　　　　本年度より、地域福祉課の事業に移行します。

　　　④認知症高齢者やすらぎ支援事業（委託事業）

伊賀市の「認知症高齢者や家族やすらぎ支援事業」によるやすらぎ支援員の養成や希望者との調整を行います。

また、認知症介護教室を開催し、認知症に関する知識の普及など、認知症者とその家族を支援する取り組みを強化します。

　　　⑤いが見守り支援事業

　　　　　見守りや生活上の手助けを必要とする方の生活ニーズに応えるしくみとして、見守り支援員を派遣し、誰もがいつまでも住み慣れた地域で、安心して暮らすことができるまちづくりに寄与します。

また、市民ふくし大学養成講座 見守り支援員養成講座で養成された見守り支援員を、支援員の同意のもとに民生委員等の地域関係者に情報提供し、日常的な見守り活動が行われるよう取り組みます。

　　　⑥苦情解決事業

　　　　　サービス利用者がより良くサービスを活用し、自己実現につながるように、お客様相談窓口の存在を周知し、第三者委員の活動強化など、苦情解決機能を強化します。

　　　⑦高齢者あんしん見守りネットワーク事業（委託事業）

　　　　　認知症に限定しない高齢者の見守りに関するネットワークの構築を推進します。研修会の開催、キャラバンメイトの養成等、市民や市内事業所等の協力による取り組みを進めます。

　　　⑧生活福祉資金貸付事業（委託事業）

低所得世帯、高齢者世帯、障がい者世帯に対して、資金の貸付と民生委員および社会福祉協議会とが必要な援助指導を行います。そうすることにより、その経済的自立や生活意欲の助成促進、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援を行います。 

⑨住宅手当緊急特別措置事業（委託事業）

離職者であって、就労能力及び就労意欲のある方の内、住宅を喪失している方又は、喪失するおそれのある方に対し、住宅手当を支給するとともに、住宅確保･就労支援員による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

（４）地域福祉部門（地域福祉課）

（地域福祉係）
1 ふれあい・いきいきサロン事業（共同募金配分金事業）

共同募金配分事業によるふれあい・いきいきサロン支援事業に基づき、サロンの開設および継続的な運営に向けた支援を行います。また、市民ふくし大学講座と連動した「ふれあい・いきいきサロンサポーター養成専門講座」を継続して開催します。さらに、新たに登録されたアトラクションボランティア等の人材とのマッチングを進め、サロン活動の充実と市民の交流を促進します。

　　　②地域福祉活動推進支援事業
　　　　　三重県社協の地域福祉活動支援事業により、高校生との協働による見守りシステムの開発に継続して取り組みます。

　　　③広報啓発事業（会費・補助事業）

　　　　　社協だより「あいしあおう」は、広告掲載を促進し、広告収入によ
る広報紙の質的維持に努めます。

　伊賀地域市民活動情報紙「伊賀び～と」を。これまでの編集委員会

方式から、伊賀市社協が発行責任を持って発行する体制に切り替えま

す。
　　　④地域福祉計画推進事業（補助事業）

　　　　　第２次地域福祉計画の初年度となるため、計画の周知啓発に積極的に取り組みます。新たに第２次地域福祉計画推進委員会が設置されることを受け、１次計画の検証をもとに、５つの理念に沿った推進テーマ別部会で市民・行政とともに優先課題の検討と実践に取り組みます。

　　　　　また、安心生活創造事業とのさらなる連携を深め、地区担当制の定着化と地域生活支援活動（コミュニティ・ソーシャルワーク）の実践に力を入れ、住民自治協議会単位で策定される地域まちづくり計画にも積極的に参画していきます。その際には、第２次計画策定時に行ったアンケート・ヒアリングの結果を反映できるよう、支援に努めます。

　　⑤会費事業

　　　　　自治組織のあり方の見直しにより、住民自治協議会に行政窓口が一本化されることを受け、社協会費について、住民自治協議会への説明を図り、引き続き自治会を通して会費を徴収していただきます。

また、会費の半分が地域活動支援金として地域において有効に活用できる体制を確立していきます。

　　　⑥福祉団体支援事業（補助事業）
　　　各種福祉団体の自主運営に向けての協議を深め、社協が担うべき支援内容の見直しをすすめ、金銭的支援、物的支援、人的支援のあり方を総合的に検討します。

　　　民生委員児童委員との協働に関しては、地区担当制の導入により地区民協との連携が深まってきたことを受けて、個別ケースに関する聞き取りを強化し、地域ケアネットワーク会議の開催や、ケアネットづくりを進めていきます。

　　　⑦共同募金配分金事業

　　自治組織のあり方の見直しにより、住民自治協議会に行政窓口が一本化されることを受け、住民自治協議会に対し、共同募金運動への協力を依頼し、引き続き自治会を通して共同募金運動を推進していきます。

配分事業に関しては、ふれあい・いきいきサロン支援事業と地域団体助成事業の２つの事業に、全市対応事業としての福祉イベント開催や災害救援支援金給付事業、災害見舞金給付事業、緊急食料等提供事業等を実施します。

歳末たすけあい募金配分事業に関しては、世代間交流事業、歳末食事サービス事業、歳末見舞品配付事業、クリスマス会開催事業を継続実施します。
（地域福祉サービス係）
1 移送サービス事業（委託事業）

　　　　　市の委託事業である移送サービス事業は、本年度から、利用料を定額料金から距離制料金に改定し、ＮＰＯ法人等の民間事業所と同じ料金形態として運営しサービスの全市的な安定的継続的供給を図ることにより、民間に移行していいきます。
利用者への混乱を回避するべく、激変緩和措置として平成２４年度末を目途に委託事業を継続実施していくとともに、地域での移送サービスの受け皿作りを支援していきます。
　　　②アクティビティ・認知症予防教室開催事業（委託事業）

　　　効果的な介護予防施策として、音楽療法、３Ｂ体操の２講座をメニューとし、地域派遣講座として、地域のふれあい・いきいきサロンをはじめとした小地域での開催を推進します。高齢者パソコン教室に関しては、月１回のパソコン相談室のみを開催します。

③放課後児童健全育成事業（指定管理事業）
　　　　　指定管理は４年目になりますが、レインボーうえのの立て替え移転が検討されていることから、指定管理を混乱なく継続していくための調整を進めます。
　　　④当事者交流事業(委託事業)
　　　　　これまで、相談支援課が担当してきた介護者交流事業を、介護者の会の運営支援とともに一体的に取り組みます。
（市民活動支援係）

①市民活動登録斡旋事業（補助事業）

　　　　　ボランティア・市民活動センターへの登録を促進するとともに、ボランティア活動保険の普及を図ります。特に、地域からの要望が多い、アトラクションボランティアの登録を促進し、データベース化を図ります。

②市民活動養成研修事業（補助事業・委託事業）

　　　　　時代や地域のニーズに応じた体系的な人材養成の仕組みとして、市民ふくし大学講座（基礎講座、専門講座＜６講座予定＞、オプション講座）を開催します。なお、これらの講座は厚労省モデル事業「安心生活創造事業」と一体的に実施される市委託事業「生活・介護サポーター養成事業」の一環として、見守り支援員の養成とも連動して実施します。また、これまで養成された４００名もの見守り支援員が地域で活躍できるよう、還流システムの構築を目指します。

　　　③市民活動組織化支援事業（補助事業）

　　いが移動送迎連絡会、伊賀市食事サービス連絡会等の活動を支援するとともに、ふれあい・いきいきサロン連絡会の組織化を図ります。

　　　④地域福祉教育推進事業（補助事業）

　　　　　県社協のモデル事業として４期にわたり実施してきた市民ふくし大学講座専門講座「伊賀流ふくし塾」を継続実施し、伊賀白鳳高校と地域との協働による見守り支援体制の構築に努めます。

　　　⑤地域福祉防災推進事業（補助事業）

　　　　　伊賀市災害時要援護者避難支援プランが策定され、今後要援護者情報が民生委員児童委員や住民自治協議会等に情報提供されることから、安否確認マニュアルの導入や、支え合いマップの作成等、社協としてノウハウを支援していきます。その一環として、市民ふくし大学養成講座の専門講座として、市やみえ防災市民会議等関係団体の協力を得ながら、「災害ボランティアコーディネーター養成講座」を開催します。
また、三重県社協、名張市社協、みえ防災市民会議との連携により、災害ボランティアセンターにおけるボランティア受け入れマニュアルの策定に取り組みます。

東北関東大震災におおては、全国・三重県・伊賀市における災害ボランティア支援センターを支援し、救援ボランティアの派遣調整、救援物資の調整、義援金・活動支援金の調整等、職員の現地派遣も含めた災害ボランティア支援を展開します。

　　　⑥子育て支援事業（補助事業・委託事業）

　　　　　伊賀市ファミリー・サポート・センターにおいて昨年１２月から緊急サポート事業開始し、緊急時預かりや病児対応を可能にしたことを受けて、本年度はファミリー・サポート・センターが一元的に実施していきます。また、託児サークル「カンガルー」との連携により、集団託児にも対応していきます。

　　　　　また、伊賀地域における子ども支援ネットワークの構築のため、ＮＰＯ法人の設立を支援していきます。

２．地域福祉の視点に立った介護サービスの展開（福祉サービス部門）
　　平成２３年度は伊賀市においては第２次地域福祉計画の初年度であるとともに平成２４年度介護保険法改正を次年度に控えた重要な年度となります。

　伊賀市地域福祉計画では『みんなで創ろう！いつまでも元気な笑顔が輝く支えあいと安心のまち』という基本理念のもと住み慣れた地域で安心した暮らしが送られるようにするために、介護予防の推進と介護保険サービスの提供とその質の向上を目指しています。

　２０１２年度に予定されている介護保険制度の改正については現在の介護をめぐる諸課題に対処することが求められております。

現状では地域全体で介護を支える体制が不十分であり特に、医療ニーズの高い人や重度の介護者を地域で介護する場合には専門的なケアや介護が夜間を含め必要になり単身、高齢者のみの世帯では自宅での生活をあきらめざるを得ない現状にあります。又、介護者自身が高齢者である「老老介護」介護者自身が認知症を患っている「認認介護」などの問題にも対処していかなければなりません。このための方策として２０１２年１１月３０日に社会保障審議会介護保険部会が取りまとめた「介護保険制度の見直しに関する意見」では日常生活圏域における地域包括ケアシステムの実現を掲げており、地域ニーズに対応した２４時間随時対応型の複合型サービス創設などを促進することになっています。

　一方、社会福祉協議会は地域における福祉の中核的な担い手として、基本理念に基づき介護保険事業の運営を行ってきました。

　本年度は、今日まで行ってきた事業運営の評価と点検を行い伊賀市地域福祉計画と連動した在宅福祉サービス体系の整備と、介護保険法の改正にも対応できるケアシステムの構築に取り組んでまいります。

　また、福祉サービスにおける安心、安全、信頼の提供に一層の留意を行い事業所としての法令順守や説明責任の取り組みについても徹底させることにより事業の健全経営に努めます。

＜２３年度の主な取り組み＞

（１）伊賀市における、最大の在宅サービス事業者としての責任を果たしていくため地域住民やサービスの利用者と家族のニーズに沿った役割を果たすべく、地域福祉計画上の各圏域の地域課題も踏まえたサービスを進めます。

①専門化

　各支所（行政福祉センター）に設置する通所介護事業所は設置時から今日まで地域（第２層）における中核施設として介護の重度化、認知症、脳血管性障害の増加などに対して専門的に対処できる事業所として愛の里デイサービスセンターと同様の運営水準になるよう整備していく。

　中長期的には介護保険法改正の方向に対応できるよう、在宅における医療ニーズの高い利用者の生活の質の向上や家族の介護負担の軽減を図るために必要な療養や看護が受けられる療養通所介護事業所の創設を目指します。

　デイサービスセンターしまがはらについては定員増、はあとハウスあおやまについては営業日数の拡大について検討を行い利用者へのサービス向上を図っていきます。

②地域化

　要支援１，２（予防給付）の利用者を地域（第３層、第４層）の集会施設や空き民家等を活用して介護保険上のフォーマルサービスと住民自治協議会やＮＰＯなど地域住民組織と連携して元気な高齢者自身もサービスの担い手としたインフォーマルサービスをリンクさせた新たなサービスの先駆的施設として平成２２年度において大山田支所・阿波地区に地域デイサービスセンター猿野をオープンしましたのでその定着化を図っていきます。

　今後は現在、愛の里で行っている要支援と要介護の別メニュー対応の利用者のうち要支援利用者については、より生活に近い場で、要介護利用者にはより専門的な介護が行えるよう地域化を進めるとともに、既設のデイサービス施設からの遠方集落が多い青山支所や他の支所（第２層）地域においても要支援の利用者については地域やＮＰＯなどとの連携の下で、より自らの住まいに近い場所での自立を目指したサービス施設開設の検討を進めていきます。

このことにより、「高齢者は支えられる」対象から→「高齢者同志が支え合う」関係に、更には「高齢者自身が地区を支える」対象として、新たな支え合いの創造とあわせて地域の福祉力の向上を目指します。

③広域化

　現行の福祉サービス事業全体について全市（第１層）的に各圏域毎の統合と再配置に取り組み、全体としてバランスの取れたサービスの展開を図ります。

・訪問看護　看護職員の確保を図り、安定的な全市展開のサービスとして機動性を改善していきます。

・訪問入浴　介護の重度化とともに利用者が増加しており、活動拠点が伊賀支所にありますが全体の３分の２は、いが町以外の広域利用となっています。

総合センターの活用も含め、活動拠点の再整備を行うなどして機動的な事業体制を行うことを目指します。

・訪問介護　既存７事業所間におけるサービスエリア（移動活動範囲）の調整や、正規、非正規職員の配置割合の改善を行い、事業所毎にバランスの取れたものとし、収益条件とサービスの向上を図ります。

④集約化・機能拡大

　上野市街地の３通所事業所については介護の重度化に対応できないため、現在のやすらぎの家の南棟を改修し入浴サービスが出来る通所施設と整備し機能の集約化を図ります。今後更に既存施設の機能変更についても具体化を図っていきます。

⑤多機能化

　要介護度が高くなっても住み慣れた地域で継続した在宅サービスが受けられるような地域密着型多機能サービスが求められており、地域や関係住民組織の協力を得ながら整備を行っていく必要があります。

　既存の事業所のうち、地域（第４層）の中でのデイサービス事業所として実績がある地域デイサービスセンター山畑、及び地域デイサービスセンター岡鼻の多機能型への転換を進めます。

（２）介護保険法改正や障害者自立支援法に対応した福祉サービス

①随時対応型生活支援サービスへの指向

　平成２４年度の介護保険法改正に対応させた、住み慣れた地域において生活が出来るような医療、予防、介護等地域で包括的なケアや介護が出来るシステムづくりを指向する。

　・小規模多機能型施設づくりの推進

　・２４時間対応型介護サービスの検討

②事業経営管理体制の整備

　・法人運営の基本理念に基づく事業活動を実践していきます。　

　・日常の事業活動における目標管理型事業経営の定着化とＰＤＣAを実践をしていきます。

　・危機管理体制の強化による事故の未然防止と再発防止を図ります。

　・課題解決、目標管理、結果評価の手段としての管理技術及び管理能力の強化を図ります。

　・柔軟で適切に対処できる経営体質造りによる収益性の改善とサービスの安定供給を目指します。

③人材育成や人材確保にサービスの質向上

　・サービスの質を向上させるための資格の取得を推進し、研修機会を増加させます。

　・ニーズ、ケアの個別化と尊厳の保持を重視したケースワークを行います。

　・ケア技術や専門性の向上を目指すケアワーカーを重視します。

　・業種間、事業所間におけるサービス供給量の応じた人材の有効活用を図ります。

　・管理課におけるデーターの集中管理による効率的な経営管理を行います。

３．総合力強化のための組織経営　（法人運営部門）

＜事業概要＞

　これまでに取り組んだ経営改革及び人事給与関係については、その調整を終えました。

また、介護サービス事業拠点の整備と合わせて地域に多機能な福祉サービスが提供できる複合拠点施設整備を進めるために設置した２つのプロジェクトについて、福祉サービス総合センターや猿野の予防を重視したデイサービスセンターは整備を終えましたが、複合拠点施設整備は平成２３年度継続事業となります。

今年度は本所機能の強化と共に、プロパーの支所長化をすすめ、昨年度から継続して取り組んでいる特命事項について担当理事を中心に課題解決にあたります。

今後一層の業務執行体制の整備を進めるとともに、併せて監事監査計画に従って監事による定期監査を進めます。

地域福祉の中核として地域のニーズや課題に積極的に取り組むためには、安定した経営基盤の確立が必要であり、地域福祉を推進するための自主財源の確保に取り組みます。

特に、車両管理については、保有車両の数量・業務遂行と不可分な車両運行・介護サービスの提供など経営上深刻なダメージを受けるリスクを積極的に回避していきます。

＜２３年度の主な取り組み＞

（１）組織機構

1 法人運営部門の組織的強化

　職員の管理、能力向上を目的に法人運営部に人事担当者を配置し、その充実を図ります。

事務局組織、特に支所については、その長に職員の登用を今後とも進めていくとともに、環境変化への対応力のアップや組織の活性化を図るために、外部に適切な人材を求め、登用を行っていきます。

また、外部者による評価と客観的提案を受けるなどにより、部の業務改善を行います。


2 内部定期監査

　監事監査計画によって四半期ごと、または随時の内部監査の実施により、法令遵守及び経営状態の改善を図ります。

3 諸規定の整備

　各種規程の整備及び整合性を高め、管理体制の強化を図ります。

4 各種会議の実施(理事会、評議員会、監査会、地域福祉推進委員会)

各種会議を確実に実施し、意見の反映や事業の確実な推進を図ります。

（２）人事･要員配置

1 配置転換

合併後、職員の支所間、職種間の移動の上で障がいであった、職員

の処遇制度、および、本所と支所機能の整備を進めたので、人材の活用と後継者の育成ならびに人材の偏在の改善を図るため、人事交流と配置転換を進めていきます。

2 人事考課の実施

職員の意欲向上と能力に応じた処遇を目指して人事考課を実施します。とりわけ、これまで取り組みが不十分だった部においても目標管理を実施します。
（３）事業運営

①事業仕分け

時代の要請に対処するため、その必要に応じ、その都度新しい事業

に取り組んできた結果、著しい数と量と巾の事業の運営を行うこととなってまいりました。

限られた、人・物・金の資源の中での、量的な拡大は質的な深化を

もたらすことはなく、むしろ良質なサービスの持続的な提供を困難にし、将来的に大きなリスクを当会や利用者にもたらすことにもなりかねません。

　昨年に引き続き、事業一つ一つに対して、目的とその結果、必要性と代替性、将来性と経済的合理性やリスクなどを中心に、点検と見直しを実施し、事業の選択と集中を行うことにより、総合的でより効果的な地域福祉を中心とした事業の再編を目指し、将来への展望を開きます。既に仕分けに応じた対応を行った事業もありますが、示された方向性に基づき検討を行い、適切な対応を行います。
②財源確保

権利擁護や成年後見関係のサービスの需要は近年著しく増加して

おり、県下においても伊賀地域は突出したような状況にあります。障がい者の地域移行、単身高齢者、認知症者の増加とともに、前述のサービスの必要性は地域福祉サービスの中心的存在になることが予想されます。しかしながら、対応する職員はきわめて少なく、県に対して強くその増員を求めて参りました。幸い今年度県に於いて専門員の増員を行って頂けることとなりましたが、今後予定されている市町村への一括交付税化によって財源確保は不透明です。
地域の重要な社会資源として地域福祉に貢献することが制度的に

も求められている社会福祉法人や地方自治体行政と密接に連携しながら、その財源確保のあり方を検討していきます。

3 人権教育を含む職員研修の充実
　　一人ひとりの職員の能力が高まることが組織全体の問題解決能力の向上やサービス品質の向上に直結することから、社協基本理念に基づき、経験に応じて業務を通じた職員研修を中心に、職場外での計画的な研修も含め、多文化共生や男女共同参画をも包括した人権教育を進めます。

4 コスト削減・事故防止・ムラやムダ排除の工夫の徹底

　一層のコスト削減意識を高めるため、コスト削減委員会の運営と、事故防止のための業務を通じた研修や、ヒヤリハットについての情報共有を行います。

5 安全衛生管理体制の充実強化
　労働者の安全衛生を高めるため、安全衛生委員会の充実強化を図ります。
6 発展基盤強化計画策定の検討

　地域福祉計画に基づく社協の発展基盤強化計画の策定について検討を行います。

2

